
当
館
で
は
平
成
一
〇
年
度
よ
り
、
所
蔵
す
る
約
三
〇
件
の
古
文
書
の
整
理
事
業
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
前
号
で
は
、
一
二
年
度
ま
で
の
整

理
事
業
の
中
間
報
告
を
お
こ
な
い
、
整
理
を
お
え
た
文
書
一
六
件
、
約
三
三
〇
〇
点
に
つ
い
て
、
文
書
の
概
要
を
紹
介
し
た
。
本
号
で
は
一

三
・
一
四
年
度
に
整
理
を
お
こ
な
っ
た
九
件
、
約
五
八
〇
〇
点
の
文
書
の
概
要
を
紹
介
す
る
。

文
書
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
福
島
雅
藏
氏
・
岡
田
光
代
氏
を
は
じ
め
と
す
る
調
査
指
導
員
の
ご
指
導
の
も
と
に
調
査
員
各
位
の
ご
協
力
に

よ
り
整
理
・
仮
目
録
作
成
を
お
こ
な
い
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
に
よ
り
閲
覧
用
複
製
資
料
を
作
成
す
る
な
ど
、
よ
り
多
く
の
研
究
者
に

閲
覧
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
環
境
整
備
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
史
料
の
保
存
と
活
用
の
た
め
に
、
一
層
の
努
力
を
し
て
い
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

調
査
の
経
過
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
ご
協
力
い
た
だ
い
た
調
査
指
導
員
お
よ
び
調
査
員
の
方
々
に
深
く
感
謝
す
る
。
ま
た
、
北
崎
豊

二
氏
、
布
引
敏
雄
氏
、
渡
辺
俊
雄
氏
に
も
、
ご
指
導
を
い
た
だ
い
た
。
お
礼
申
し
上
げ
る
。

〈
調
査
経
過
〉

調
査
体
制
（
平
成
一
三
・
一
四
年
度
）

調
査
指
導
員
　
福
島
　
雅
藏
　
花
園
大
学
名
誉
教
授

佐
藤
　
政
則
　
麗
澤
大
学
国
際
経
済
学
部
教
授
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堺
市
立
中
央
図
書
館
所
蔵
古
文
書
調
査
概
要
（
平
成
一
三
・
一
四
年
度
）



「
上
石
津
村
文
書
」
と
し
て
一
括
整
理

同
四
三
年
一
〇
月
　
堺
市
史
続
編
史
料
と
し
て
一
部
撮
影
・
翻
刻

堺
旧
港
修
築
記
録
（
四
八
点
）

昭
和
三
六
年
　
都
市
計
画
部
よ
り
堺
市
役
所
図
書
室
・
堺
市
議
会
図
書
室
に
引
継

同
四
八
年
　
堺
市
議
会
図
書
室
よ
り
移
管
受
入

和
泉
国
大
鳥
郡
土
佐
屋
新
田
文
書
（
九
点
）

平
成
九
年
購
入

堺
南
半
町
綿
谷
小
雛
文
書
（
一
二
点
）

平
成
一
〇
年
購
入
「
堺
市
南
半
町
醤
油
製
造
業
綿
谷
喜
平
文
書
」
と
し
て
受
入

同
一
三
年
整
理
に
際
し
改
称

平
成
一
四
年
度
　
平
成
一
四
年
七
月
三
〇
日
〜
八
月
四
日
、
八
月
二
七
日
〜
九
月
一
日
（
一
二
日
間
）

河
内
国
八
上
郡
野
遠
村
織
田
家
文
書
（
約
三
〇
〇
〇
点
・
整
理
中
）

昭
和
三
七
年
購
入

同
四
一
年
　
堺
市
史
続
編
史
料
と
し
て
一
部
撮
影
・
翻
刻

中
林
康
信
氏
名
義
の
鉱
山
関
係
史
料
一
〇
六
点
が
現
状
で
は
当
家
文
書
に
含
ま
れ
る

堺
今
市
町
山
家
屋
利
兵
衛
文
書
（
一
〇
二
一
点
）

平
成
七
年
購
入

堺
銀
行
文
書
（
一
七
七
点
）

昭
和
三
七
年
購
入

平
成
一
一
・
一
二
年
度
に
引
続
き
、
書
簡
綴
等
九
点
（
約
二
八
七
五
通
）
の
細
目
録
を
整
理

な
お
、
当
館
が
所
蔵
す
る
文
書
の
出
所
や
来
歴
に
つ
い
て
は
現
時
点
で
は
不
明
な
も
の
も
多
く
、
今
後
の
調
査
で
明
ら
か
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。
前
号
で
の
報
告
の
後
、
文
書
の
関
係
者
の
方
か
ら
新
た
な
情
報
を
ご
提
供
い
た
だ
い
た
も
の
も
あ
る
。
文
書
を
公
開
し
研
究
者
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岡
田
　
光
代
　
大
阪
府
立
大
学
経
済
学
部
助
教
授

倉
橋
　
昌
之
　
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

矢
内
　
一
磨
　
堺
市
博
物
館
学
芸
課
研
究
員

調
査
員
　
　
　
　
荒
武
賢
一
朗
　
井
上
　
和
美
　
上
田
　
歩
美
　
内
海
　
寧
子
　
大
久
保
雅
央
　
加
島
　
美
和
　
加
藤
　
宏
文

北
林
　
千
鶴
　
斉
藤
　
利
彦
　
重
岡
　
伸
泰
　
立
石
　
智
章
　
寺
口
　
千
尋
　
西
本
　
幸
嗣
　
野
田
　

恵

蓮
井
　
岳
史
　
松
永
　
友
和
　
松
本
　
和
明
　
松
本
　
望
　
見
市
　
諭
　
山
形
　
隆
司
　
山

義
弘
　

調
査
事
務
担
当
　
堺
市
立
中
央
図
書
館
総
務
課
図
書
館
サ
ー
ビ
ス
係
郷
土
資
料
担
当

堺
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
部
社
会
教
育
課

堺
市
博
物
館
学
芸
課

調
査
日
程
、
対
象
文
書
の
収
蔵
・
整
理
経
過

平
成
一
三
年
度
　
平
成
一
三
年
八
月
一
日
〜
五
日
、
二
一
日
〜
二
六
日
（
一
一
日
間
）

和
泉
国
大
鳥
郡
第
一
大
区
四
小
区
関
係
文
書
（
三
九
六
点
）

昭
和
三
六
年
購
入

和
泉
国
大
鳥
郡
岩
室
村
中
林
家
文
書
（
一
一
九
二
点
）

昭
和
三
七
年
購
入

和
泉
国
大
鳥
郡
百
舌
鳥
東
村
文
書
（
九
九
点
）

昭
和
四
二
年
一
一
月
、
一
二
月
、
四
三
年
一
月
の
三
回
に
わ
た
っ
て
購
入

一
括
し
て
整
理

同
四
二
年
一
二
月
　
堺
市
史
続
編
史
料
と
し
て
一
部
撮
影

和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
文
書
（
八
三
点
）

昭
和
四
三
年
九
月
「
石
津
村
文
書
」「
上
石
津
村
文
書
」
購
入
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帳
、
⑤
中
林
家
の
経
営
お
よ
び
家
関
係
史
料
、
⑥
村
内
お
よ
び
近
隣
村
々
に
お
け
る
金
融
貸
借
関
係
が
挙
げ
ら
れ
る
。

二
　
岩
室
村
の
耕
作
状
況
と
土
地
所
有

岩
室
村
の
村
高
は
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
に
約
二
二
石
、
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
に
約
六
一
石
と
さ
れ
て
い
る
（『
角
川
日
本
地
名
大

辞
典
』
大
阪
府
）。
そ
れ
以
降
、
中
林
家
文
書
に
よ
る
と
天
保
一
三
年
（
一
八
四
二
）「
植
附
目
録
御
改
帳
」
に
七
〇
石
一
斗
九
升
五
合
、
明

治
三
年
（
一
八
七
〇
）「
高
反
別
家
数
人
別
調
帳
」
に
も
同
じ
村
高
で
反
別
は
一
一
町
三
反
一
畝
一
八
歩
と
あ
る
。
同
年
の
「
高
反
別
畝
御
改

帳
」
に
よ
る
と
、
田
高
二
五
石
四
斗
三
升
五
合
（
反
別
二
町
五
反
六
畝
二
四
歩
）、
畑
高
四
四
石
七
斗
六
升
（
反
別
八
町
七
反
四
畝
二
四
歩
）

と
あ
り
、
畑
地
が
か
な
り
の
比
重
を
占
め
て
い
る
。

近
世
後
期
、
綿
・
煙
草
な
ど
の
栽
培
が
盛
ん
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
文
政
三
年
「
綿
作
毛
見
差
出
帳
」
に
よ
る
綿
作
は
、
本

田
（
四
石
六
斗
）、
本
畑
（
四
石
）、
荒
起
田
（
壱
石
八
斗
三
升
六
合
）、
荒
起
畑
（
一
六
石
）、
亥
開
（
四
石
五
升
九
合
）、
奥
山
未
新
開
（
四

石
六
斗
）
で
合
計
高
三
五
石
余
と
な
り
、
村
高
の
過
半
数
を
綿
作
が
占
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

中
林
家
の
持
高
は
、
文
政
一
一
年
「
子
年
免
割
帳
」
に
よ
る
と
高
一
五
石
余
、
天
保
一
二
年
「
丑
年
免
割
帳
」
で
は
高
一
九
石
余
、
明
治
四

年
「
未
年
免
割
帳
」
に
お
い
て
は
高
二
三
石
余
と
、
村
高
に
変
化
が
な
い
近
世
後
期
か
ら
維
新
期
に
か
け
て
少
し
ず
つ
増
加
し
て
い
る
傾
向

に
あ
る
。
そ
の
他
の
主
要
な
高
持
は
、
文
政
一
一
年
の
史
料
で
、
年
寄
・
長
兵
衛
（
高
五
石
余
）、
百
姓
惣
代
・
清
左
衛
門
（
高
一
石
余
）、

観
音
院
（
高
五
石
余
）、
槙
尾
山
（
現
・
和
泉
市
、
高
六
斗
九
升
）
と
な
っ
て
お
り
、
村
内
で
中
林
家
が
突
出
し
た
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
認

め
ら
れ
る
。
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に
活
用
し
て
い
た
だ
く
中
で
も
、
不
明
な
事
柄
が
解
明
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

ま
た
、
前
号
で
文
書
の
概
要
を
掲
載
し
た
「
堺
小
西
家
文
書
」
と
「
堺
芝
居
番
付
」
に
つ
い
て
は
、
調
査
員
と
し
て
整
理
に
ご
協
力
い
た

だ
い
た
荒
武
賢
一
朗
氏
と
斉
藤
利
彦
氏
に
よ
り
研
究
が
深
め
ら
れ
、
本
号
に
研
究
ノ
ー
ト
・
史
料
紹
介
と
し
て
掲
載
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

あ
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

（
堺
市
立
中
央
図
書
館
　
郷
土
資
料
担
当
）

一
　
和
泉
国
大
鳥
郡
岩
室
村
中
林
家
文
書

一
　
中
林
家
文
書
の
概
要

こ
の
文
書
群
は
一
一
九
二
点
か
ら
成
り
、
平
成
一
三
年
度
に
整
理
・
仮
目
録
作
業
を
終
え
た
。
年
代
的
に
は
文
化
二
年
（
一
八
〇
五
）
か
ら

明
治
三
四
年
（
一
九
〇
一
）
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。

和
泉
国
大
鳥
郡
岩
室
村
（
現
・
堺
市
岩
室
、
三
原
台
一
丁
〜
四
丁
、
晴
美
台
一
丁
〜
四
丁
、
槇
塚
台
一
丁
〜
四
丁
）
は
、
陶
器
藩
（
小
出

氏
）
領
時
代
を
経
て
、
元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
幕
府
領
、
さ
ら
に
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
か
ら
は
旗
本
小
出
氏
の
知
行
地
と
な
り
、

明
治
維
新
を
迎
え
て
い
る
。
明
治
二
二
年
（
一
八
八
九
）
に
近
隣
の
四
ヵ
村
と
合
併
し
、
東
陶
器
村
と
な
る
。
近
世
後
期
に
こ
の
岩
室
村
の

庄
屋
（
お
よ
び
村
役
人
）
を
勤
め
て
い
た
の
が
中
林
家
で
あ
る
。
既
に
文
書
目
録
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
関
西
大
学
図
書
館
所
蔵
和
泉
国
大
鳥

郡
岩
室
村
中
林
家
文
書
（
二
〇
七
九
点
、
以
下
「
関
大
所
蔵
文
書
」
と
略
す
）
と
、
も
と
は
同
じ
文
書
群
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

主
な
内
容
と
し
て
は
、
①
文
政
年
間
の
公
事
訴
訟
控
、
②
幕
末
期
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
村
方
難
渋
人
取
調
帳
、
③
天
保
期
か
ら
明
治

初
年
の
年
貢
関
係
ほ
か
、
田
畑
反
別
書
上
帳
、
綿
作
毛
見
差
出
帳
な
ど
、
④
文
化
一
五
年
か
ら
文
久
元
年
の
宗
門
御
改
帳
、
五
人
組
合
御
改
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で
き
る
。
ま
ず
文
化
一
五
年
当
時
の
当
主
・
喜
兵
衛
（
四
四
才
）
は
庄
屋
で
は
な
く
年
寄
を
勤
め
、
喜
兵
衛
の
忰
・
熊
蔵
（
一
八
才
）
の
名

前
も
見
え
る
。
続
い
て
文
政
一
〇
年
に
は
、
喜
兵
衛
（
五
二
才
）
が
庄
屋
に
就
任
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
天
保
一
四
年
で
は
、

熊
蔵
が
喜
兵
衛
を
襲
名
し
て
庄
屋
役
を
継
い
で
お
り
、
家
族
構
成
は
喜
兵
衛
（
四
三
歳
）、
女
房
（
三
〇
歳
）、
母
（
六
四
歳
、
先
代
喜
兵
衛

妻
）、
娘
き
ぬ
（
一
九
歳
）、
養
子
寅
蔵
（
二
六
歳
、
そ
の
後
分
家
当
主
で
維
新
期
に
は
年
寄
役
就
任
）、
娘
よ
ね
（
六
歳
）
の
計
六
人
と
な
っ

て
い
る
。

文
政
期
か
ら
天
保
期
に
か
け
て
の
岩
室
村
の
村
役
人
は
、
文
政
五
年
か
ら
六
年
ま
で
庄
屋
・
喜
兵
衛
、
年
寄
・
長
兵
衛
、
惣
代
・
与
次
兵

衛
、
文
政
七
年
か
ら
天
保
九
年
ま
で
庄
屋
・
喜
兵
衛
、
年
寄
・
長
兵
衛
、
天
保
一
〇
年
か
ら
一
四
年
ま
で
庄
屋
・
喜
兵
衛
、
年
寄
・
長
兵
衛
、

同
・
次
郎
兵
衛
と
あ
り
、
前
項
で
挙
げ
た
村
内
持
高
上
位
の
喜
兵
衛
家
、
長
兵
衛
家
が
村
政
で
も
大
き
な
影
響
力
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

四
　
幕
末
期
の
窮
民
救
済

万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
全
国
的
な
凶
作
の
影
響
か
ら
米
を
は
じ
め
と
す
る
諸
物
価
が
急
騰
し
、
庶
民
生
活
は
極

め
て
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
各
領
主
は
「
御
救
米
」
に
よ
っ
て
困
窮
す
る
領
民
の
救
援
措
置
を
講
じ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
、
岩

室
村
で
も
村
内
の
困
窮
人
取
り
調
べ
を
行
う
が
、
役
所
か
ら
給
付
さ
れ
る
夫
食
米
だ
け
で
は
不
足
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

万
延
二
年
（
文
久
元
年
）
二
月
の
「
御
下
ケ
夫
食
加
入
人
数
書
上
帳
」
に
含
ま
れ
て
い
る
庄
屋
・
喜
兵
衛
、
年
寄
・
長
兵
衛
が
記
し
た

「
乍
恐
口
上
」
に
は
、
こ
の
緊
急
時
に
際
し
て
村
役
人
層
が
自
ら
困
窮
人
救
済
の
銀
子
を
拠
出
す
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

庄
屋
・
喜
兵
衛
が
銀
一
五
〇
匁
、
年
寄
・
長
兵
衛
ほ
か
二
名
が
各
三
〇
匁
、
百
姓
惣
代
・
清
左
衛
門
ほ
か
三
名
が
各
一
五
匁
、
そ
の
他
を
合

わ
せ
て
合
計
銀
三
〇
〇
匁
の
拠
出
を
申
し
出
て
い
る
。
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三
　
宗
門
御
改
帳
に
み
る
岩
室
村
と
中
林
家

岩
室
村
の
宗
門
御
改
帳
は
、
真
言
宗
・
浄
土
真
宗
・
融
通
大
念
仏
宗
の
宗
派
ご
と
に
作
成
さ
れ
て
お
り
、
文
化
一
五
年
（
一
八
一
八
）
か

ら
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
ま
で
の
も
の
が
中
央
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
三
宗
派
す
べ
て
の
帳
面
が
揃
っ
て
い
る
の
は
一

部
で
あ
り
、
関
大
所
蔵
文
書
と
の
照
合
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
文
政
四
年
の
宗
門
御
改
帳
は
真
言
宗
の
み
で
、
そ
の
他
二
宗
派
に
つ
い
て

は
関
大
所
蔵
文
書
に
含
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
三
宗
派
が
揃
っ
て
い
る
文
政
一
〇
年
三
月
、
天
保
一
四
年
三
月
の
宗
門
御
改
帳
か
ら
岩
室

村
の
人
口
、
村
落
構
成
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
、
文
政
一
〇
年
の
「
真
言
宗
」
は
家
数
三
五
軒
（
う
ち
公
事
家
二
二
、
水
呑
家
一
二
、
寺
一
）、
人
数
一
六
〇
人
（
男
八
一
、
女
七
七
、

僧
二
）
で
、
そ
の
旦
那
構
成
は
隣
村
・
高
蔵
寺
村
の
宝
積
院
一
三
〇
人
、
村
内
の
観
音
院
旦
那
二
八
人
、
堺
の
向
泉
寺
二
人
（
観
音
院
僧
侶
）

と
な
っ
て
い
る
。「
浄
土
真
宗
」
は
家
数
六
軒
（
公
事
家
一
、
水
呑
家
五
）、
人
数
二
四
人
（
男
一
〇
、
女
一
四
）
で
、
そ
の
旦
那
構
成
は
河

内
国
丹
南
郡
南
野
田
村
西
寶
寺
一
一
人
、
大
鳥
郡
深
井
中
村
称
讃
寺
七
人
、
堺
中
之
町
慈
光
寺
六
人
で
あ
る
。「
融
通
大
念
仏
宗
」
は
家
数
四

軒
（
公
事
家
三
、
水
呑
家
一
）、
人
数
一
三
人
（
男
七
、
女
六
）
で
、
す
べ
て
河
内
国
丹
南
郡
丹
南
村
の
来
迎
寺
旦
那
で
あ
る
。
以
上
の
三
宗

派
を
ま
と
め
た
岩
室
村
全
体
の
家
数
は
四
五
軒
、
人
数
一
九
七
人
で
あ
り
、
村
内
の
観
音
院
旦
那
以
外
の
大
多
数
は
村
外
寺
院
の
旦
那
で
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

続
い
て
天
保
一
四
年
の
村
況
を
ま
と
め
る
と
、「
真
言
宗
」
は
家
数
三
七
軒
（
公
事
家
二
三
、
水
呑
家
一
三
、
寺
一
）、
人
数
一
八
五
人
と

な
っ
て
い
る
。「
浄
土
真
宗
」
は
家
数
三
軒
（
公
事
家
一
、
水
呑
家
二
）、
人
数
一
八
人
で
あ
る
。「
融
通
大
念
仏
宗
」
は
家
数
三
軒
（
公
事
家

一
、
水
呑
家
二
）、
人
数
一
六
人
と
あ
る
。
村
全
体
で
は
家
数
四
三
軒
、
人
数
二
一
九
人
と
な
り
、
文
政
一
〇
年
と
比
較
す
る
と
、
家
数
は
や

や
減
っ
た
も
の
の
、
人
口
は
微
増
し
て
い
る
。

真
言
宗
旦
那
で
あ
っ
た
中
林
家
当
主
の
役
職
お
よ
び
家
族
構
成
は
、
右
に
挙
げ
た
一
連
の
「
真
言
宗
門
御
改
帳
」
か
ら
把
握
す
る
こ
と
が
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さ
れ
た
以
外
に
、「
い
わ
き
（
岩
喜
）」、「
米
屋
喜
兵
衛
」、「
岩
米
喜
」、「
泉
岩
喜
（
河
内
岩
室
村
と
区
別
す
る
た
め
）」
と
の
呼
称
が
窺
え
る
。

つ
ま
り
、
中
林
家
が
家
経
営
に
お
い
て
「
米
屋
」
と
い
う
屋
号
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
ま
た
商
業
上
の
取
引
関
係
に
あ

る
人
々
か
ら
「
米
屋
喜
兵
衛
」
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
中
林
家
文
書
の
概
要
と
、
近
接
村
々
に
残
さ
れ
た
史
料
群
か
ら
得
ら
れ
る
中
林
家
お
よ
び
岩
室
村
の
情
報
を
突
き

合
わ
せ
て
、
事
実
関
係
を
確
認
し
た
い
。

ま
ず
、
河
内
国
丹
南
郡
今
熊
村
（
大
阪
狭
山
市
）
・
奥
野
孝
夫
家
文
書
に
は
、
中
林
喜
兵
衛
宛
に
出
さ
れ
た
金
融
関
係
の
証
文
控
が
数
点

残
さ
れ
て
い
る
。
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
一
二
月
「
預
り
申
銀
子
之
事
」
に
は
今
熊
村
銀
預
リ
主
・
民
右
衛
門
、
伊
八
の
二
名
と
、
泉
州

岩
室
村
喜
兵
衛
が
預
り
銀
一
五
〇
目
の
取
引
を
、
同
一
一
年
（
一
八
二
八
）
一
二
月
に
も
同
様
に
今
熊
村
預
リ
主
二
名
と
喜
兵
衛
が
銀
一
二

〇
匁
の
契
約
を
取
り
結
ん
で
い
る
。
そ
の
他
、
嘉
永
年
間
か
ら
安
政
年
間
に
か
け
て
喜
兵
衛
が
今
熊
村
在
住
の
複
数
の
人
物
に
対
し
、
銀
子

勘
定
お
よ
び
利
足
銀
の
受
取
覚
を
送
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
恒
常
的
な
金
融
貸
借
関
係
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
（「
い
わ

き
」、「
岩
米
喜
」
の
略
称
も
使
用
さ
れ
て
い
る
）。
ま
た
、
田
畑
肥
料
に
利
用
す
る
と
思
わ
れ
る
下
草
を
泉
州
岩
室
村
の
小
西
為
次
郎
な
ど
が

奥
野
家
か
ら
購
入
し
て
い
る
（
明
治
八
・
一
八
七
五
年
一
月
）。
和
泉
、
河
内
と
い
う
区
別
は
あ
る
に
せ
よ
、
近
接
し
て
い
る
個
々
の
家
が
経

済
的
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

明
治
時
代
末
期
以
降
の
中
林
家
の
趨
勢
は
確
認
で
き
な
い
が
、
泉
州
岩
室
村
の
隣
村
に
あ
た
る
河
州
岩
室
村
で
代
々
庄
屋
を
勤
め
た
中
林

晃
家
文
書
の
興
味
深
い
証
書
が
ひ
と
つ
の
手
が
か
り
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
隣
村
で
し
か
も
同
姓
の
両
家
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か

は
今
の
と
こ
ろ
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
今
熊
村
と
同
様
に
い
ろ
い
ろ
な
交
流
や
諸
関
係
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
。
泉
州
岩
室
村
の
中
林
喜

十
郎
（
喜
重
郎
、
当
主
）
か
ら
河
州
岩
室
村
の
中
林
清
作
に
宛
て
ら
れ
た
明
治
一
三
年
（
一
八
八
〇
）
一
二
月
一
六
日
の
「
地
所
売
渡
証
」

と
「
建
家
売
渡
証
」
に
は
、
泉
州
中
林
家
が
所
有
し
て
い
た
河
州
岩
室
村
内
の
宅
地
五
畝
二
九
歩
、
籔
地
二
七
歩
を
金
百
円
で
、
建
家
一
ヵ
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翌
三
月
の
史
料
に
は
周
辺
一
六
ヵ
村
も
、
そ
れ
ぞ
れ
村
役
人
層
あ
る
い
は
村
落
上
層
農
民
が
米
な
い
し
銀
を
同
様
に
拠
出
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
岩
室
村
を
含
め
た
一
七
ヵ
村
で
、
米
三
四
石
五
斗
二
升
、
銀
四
六
四
匁
を
「
村
々
よ
り
加
入
米
」
と
し
て
窮
民
救
済
に
充
て
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
動
向
は
疲
弊
す
る
地
域
の
困
窮
人
を
村
内
有
力
者
が
救
済
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
注
目
で
き
よ
う
。

五
　
中
林
家
の
金
融
貸
借
と
河
泉
丘
陵

中
林
家
文
書
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
村
内
お
よ
び
近
隣
地
域
に
お
け
る
金
融
貸
借
関
係
史
料
で
あ
る
。
と
く
に
天
保
期
以
降
、

弘
化
、
嘉
永
、
安
政
の
幕
末
期
に
至
る
「
借
用
申
銀
子
之
事
」、「
借
用
申
銀
子
連
判
証
文
之
事
」、「
差
入
申
質
物
証
文
之
事
」
と
表
題
が
掲

げ
ら
れ
る
借
銀
主
か
ら
貸
主
で
あ
る
中
林
喜
兵
衛
に
宛
て
ら
れ
た
借
銀
証
文
類
が
多
数
残
さ
れ
て
い
る
。

喜
兵
衛
が
そ
れ
ぞ
れ
に
融
通
す
る
貸
借
銀
高
は
大
小
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
例
え
ば
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
一
月
の
和
泉
国
辻
之
村

（
堺
市
）
・
多
右
衛
門
、
河
内
国
岩
室
村
（
大
阪
狭
山
市
）
・
弥
平
次
が
連
名
で
銀
一
貫
目
、
同
じ
く
弥
平
次
が
再
び
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

二
月
に
銀
二
百
目
を
借
り
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
二
件
だ
け
で
も
か
な
り
の
高
額
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
他
多
数
に
同
時
平
行
的
な
資

金
の
貸
し
出
し
を
行
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
幕
末
期
中
林
家
に
お
け
る
経
営
の
な
か
で
金
融
が
主
軸
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。喜

兵
衛
と
金
融
貸
借
関
係
を
結
ん
で
い
る
村
外
借
用
主
の
所
在
を
確
認
す
る
と
、
右
の
辻
之
村
、
河
内
国
岩
室
村
の
ほ
か
に
、
和
泉
国
で

は
畑
村
、
釜
室
村
、
逆
瀬
川
村
（
い
ず
れ
も
堺
市
）、
河
内
国
で
は
大
野
新
田
（
大
阪
狭
山
市
）、
小
山
田
村
（
河
内
長
野
市
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
河
・
泉
両
国
に
跨
る
と
は
い
え
、
ほ
と
ん
ど
が
泉
州
岩
室
村
の
近
接
村
々
で
あ
り
、
金
融
貸
借
以
外
の
産
業
、
文
化
、
生
活
の
あ

ら
ゆ
る
方
面
で
こ
れ
ら
村
々
と
の
恒
常
的
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
金
融
関
係
史
料
、
お
よ
び
銀
子
受
取
覚
や
書
状
な
ど
の
宛
名
に
注
目
す
る
と
、
岩
室
村
喜
兵
衛
、
中
林
喜
兵
衛
と
記
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村
方
文
書
が
地
域
別
に
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
河
内
国
野
遠
村
織
田
家
文
書
は
調
査
さ
れ
て
お
ら
ず
目
録
に
も
収
録
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
野
遠
村
が
所
在
す
る
北
八
下
地
区
（
旧
河
内
国
八
上
郡
北
八
下
村
の
ち
南
河
内
郡
北
八
下
村
に
変
わ
り
、
最
後
に
堺
市
域
に
編
入
）

に
関
す
る
古
文
書
は
、
百
舌
鳥
地
区
な
ど
他
の
地
区
に
比
べ
る
と
わ
ず
か
し
か
調
査
さ
れ
て
い
な
い
。
今
回
が
初
め
て
の
野
遠
村
織
田
家
文

書
の
概
要
紹
介
と
な
る
が
、
北
八
下
地
区
の
ま
と
ま
っ
た
古
文
書
の
紹
介
と
い
う
点
で
も
意
義
が
あ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

本
文
書
の
内
容
は
、
以
下
の
よ
う
に
大
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
野
遠
村
と
支
配
領
主
秋
元
氏
と
の
関
係
資
料
、
②
近
世
・
近
代
の
野
遠
村
内
部
の
資
料
（
近
代
の
第
七
聯
合
戸
長
役
場
史
料
）
③
明
治

一
〇
年
の
明
治
天
皇
大
阪
巡
幸
関
連
の
資
料
、
④
織
田
の
家
経
営
関
係
や
私
的
な
文
書
に
属
す
る
資
料
、
な
ど
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

時
代
的
に
は
江
戸
時
代
か
ら
明
治
・
大
正
に
か
け
て
の
資
料
で
あ
る
。

右
の
分
類
に
し
た
が
っ
て
、
文
書
の
概
要
を
紹
介
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一

野
遠
村
は
、『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
に
よ
る
と
六
一
二
石
余
り
の
石
高
を
も
つ
村
で
あ
る
。
支
配
領
主
は
、
延
宝
七
年
（
一
六
七
四
）
か
ら

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
ま
で
大
坂
町
奉
行
設
楽
貞
政
、
幕
領
を
経
て
元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
か
ら
幕
末
ま
で
秋
元
但
馬
守
な
ど
変
遷
を

た
ど
り
、
秋
元
氏
領
と
し
て
の
期
間
が
長
い
。
織
田
家
は
、
秋
元
氏
の
河
州
飛
地
の
内
、
八
上
郡
取
締
役
を
勤
め
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
本

文
書
は
、
秋
元
氏
支
配
の
河
内
国
八
上
郡
域
の
文
書
と
し
て
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
。
な
お
、『
堺
研
究
』
第
三
〇
号
「
堺
市
立
中
央
図
書
館

所
蔵
古
文
書
調
査
概
要
報
告
（
平
成
一
〇
〜
一
二
年
度
）」
で
岡
田
光
代
氏
が
、
同
じ
く
秋
元
氏
の
支
配
下
に
あ
っ
た
河
内
国
丹
南
郡
西
村
の

太
田
家
文
書
に
つ
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
堺
市
域
の
秋
元
氏
支
配
村
の
事
例
と
し
て
参
照
さ
れ
た
い
。

幕
末
に
行
わ
れ
た
館
林
藩
（
秋
元
氏
）
か
ら
の
村
方
困
窮
人
へ
の
米
施
行
の
記
録
や
殿
様
調
達
銀
や
拝
借
銀
の
記
録
が
残
さ
れ
て
お
り
、

藩
と
村
方
の
関
係
を
見
る
う
え
で
興
味
深
い
。
ま
た
廃
藩
置
県
後
、
旧
丹
南
・
館
林
藩
か
ら
の
拝
借
銀
の
未
返
済
分
は
、
堺
県
公
債
係
か
ら
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所
（
蔵
、
雪
隠
、
納
屋
を
含
む
）
を
金
七
〇
円
で
中
林
清
作
に
売
却
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
経
過
で
こ
の
譲
渡
契

約
が
結
ば
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
近
世
後
期
に
隆
盛
を
極
め
た
泉
州
中
林
家
の
経
営
に
陰
り
が
見
え
て
き
た
表
象
の
ひ
と
つ
か
も
し

れ
な
い
。

以
上
、
中
林
家
文
書
の
概
要
と
、
そ
れ
に
関
連
す
る
史
料
群
か
ら
、
泉
州
岩
室
村
お
よ
び
中
林
喜
兵
衛
家
の
動
向
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
。

今
後
は
こ
の
史
料
群
の
内
容
を
具
体
的
に
検
討
す
る
と
と
も
に
、
近
接
村
々
に
残
さ
れ
た
幾
多
の
史
料
群
か
ら
河
泉
丘
陵
一
帯
の
歴
史
的
事

実
が
明
ら
か
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

（
荒
武
　
賢
一
朗
）

二
　
河
内
国
八
上
郡
野
遠
村
織
田
家
文
書

本
文
書
群
は
、
河
内
国
八
上
郡
野
遠
村
の
織お

り

田た

家
に
伝
来
し
た
約
三
〇
〇
〇
点
の
文
書
で
あ
る
。
当
館
へ
の
伝
来
は
、
昭
和
三
七
年
（
一

九
六
二
）
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
以
前
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

本
文
書
に
は
ラ
ベ
ル
が
貼
付
さ
れ
仮
目
録
が
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
中
央
図
書
館
へ
の
収
蔵
後
に
、
簡
単
な
整
理
が
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
紙
物
の
書
状
や
受
取
書
類
数
十
通
が
一
括
さ
れ
た
り
、
形
状
の
似
通
っ
た
文
書
が
便
宜
的
に
一
括
と
さ
れ

る
な
ど
現
在
の
見
地
か
ら
考
え
る
と
問
題
と
思
わ
れ
る
点
が
多
い
。

今
回
の
整
理
で
は
、
前
回
の
整
理
の
反
省
に
立
ち
、
一
紙
物
の
書
状
や
受
取
書
類
に
つ
い
て
も
原
則
的
に
カ
ー
ド
化
を
行
っ
た
。

昭
和
三
九
年
度
の
文
部
省
科
学
研
究
費
の
助
成
に
よ
る
総
合
研
究
「
畿
内
及
び
畿
内
周
辺
に
お
け
る
伝
統
産
業
の
総
合
的
研
究
」
の
一
部

と
し
て
、
堺
市
新
市
域
の
文
書
・
記
録
の
大
規
模
調
査
が
行
わ
れ
、『
堺
市
古
文
書
目
録
』
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。『
目
録
』
に
は
新
市
域
の
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西
高
野
街
道
の
修
繕
に
関
わ
っ
て
い
る
文
書
が
残
っ
て
い
る
。
堺
県
下
で
の
近
代
道
路
行
政
に
、
村
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
参
加
し
て
い

た
か
を
調
べ
る
う
え
で
参
考
に
な
ろ
う
。
村
の
里
道
の
修
繕
に
つ
い
て
の
資
料
も
残
さ
れ
て
い
る
。

議
会
・
徴
兵
・
学
校
に
つ
い
て
の
記
録
も
揃
っ
て
お
り
、
野
遠
村
の
近
代
を
研
究
す
る
う
え
で
大
切
な
史
料
と
な
る
。
織
田
は
、
第
七
聯

合
戸
長
と
し
て
、
近
代
の
地
域
行
政
機
構
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
な
活
躍
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
明
治
三
二
年
（
一
八
九
九
）
に
は
、
南
河
内
郡

会
議
員
に
当
選
し
て
い
る
。

三

本
文
書
に
よ
る
と
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
二
月
の
明
治
天
皇
大
阪
巡
幸
に
つ
い
て
は
、
前
年
の
明
治
九
年
こ
ろ
か
ら
念
入
り
に
歓
迎

の
準
備
が
さ
れ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。

明
治
天
皇
は
、
先
帝
十
年
祭
の
た
め
一
月
に
京
都
に
行
幸
し
、
二
月
に
大
和
か
ら
河
内
を
へ
て
堺
に
入
っ
た
。
行
幸
に
伴
い
河
内
地
域
で

も
盛
大
な
歓
迎
が
さ
れ
る
が
、
歓
迎
の
た
め
地
元
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
手
配
が
さ
れ
て
い
る
。
赤
提
灯
や
国
旗
な
ど
歓
迎
の
用
具
の
準
備
に
と

ど
ま
ら
ず
、
守
衛
兵
の
休
泊
費
や
天
皇
の
雄
略
陵
参
拝
に
伴
う
道
路
拡
張
費
用
な
ど
多
額
で
多
岐
に
わ
た
る
出
費
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
明
治
の
区
制
下
で
織
田
は
、
一
大
区
一
小
区
出
納
役
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
区
で
ま
と
め
ら
れ
た
行
幸
関
係
の
経
費
の
記
録

が
、
大
量
に
本
文
書
に
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
き
に
も
少
し
触
れ
た
が
、
織
田
は
、
古
市
郡
役
所
（
古
市
郡
古
市
村
真
蓮
寺
に
設
置
さ
れ
た
）
部
内
第
七
聯
合
戸
長
を
つ
と
め
る
。
野

遠
村
の
な
か
か
ら
出
て
く
る
戸
籍
の
申
請
や
商
売
、
荷
車
の
許
認
可
願
い
な
ど
が
、
数
多
く
残
っ
て
い
る
。
本
文
書
群
の
近
代
の
文
書
が
、

戸
長
役
場
文
書
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
こ
と
は
特
筆
さ
れ
よ
う
。

四

織
田
の
家
経
営
は
、
田
地
の
集
積
、
小
作
に
よ
る
農
業
経
営
、
金
融
活
動
な
ど
の
様
相
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
家
計
の
記
録
で
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年
賦
で
返
済
さ
れ
る
が
そ
の
返
済
銀
の
記
録
も
残
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
記
録
は
河
内
国
丹
南
郡
西
村
の
太
田
家
文
書
に
も
残
っ
て
お
り
、

比
較
し
て
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二

近
世
・
近
代
の
野
遠
村
に
関
わ
る
も
の
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。

織
田
が
野
遠
村
庄
屋
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
村
内
部
の
土
地
の
移
動
に
関
わ
る
史
料
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
織
田
は
、
庄
屋
の
立
場
で

土
地
移
動
の
文
書
に
現
れ
て
い
る
。

年
貢
収
納
に
関
す
る
文
書
、
宗
門
人
別
帳
、
村
の
寺
・
西
教
寺
、
郷
社
志
紀
長
吉
神
社
に
関
わ
る
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
近

世
の
野
遠
村
の
概
況
を
知
る
う
え
で
の
基
本
史
料
に
な
る
。
村
の
人
員
構
成
や
生
活
状
況
を
考
え
る
う
え
で
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

ま
た
金
融
講
の
発
達
が
み
ら
れ
、
明
教
寺
講
や
泉
福
寺
相
続
講
、
頼
母
子
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
名
前
が
つ
い
た
金
融
組
織
が
存
在
し
た
。
講

の
文
書
の
宛
先
の
多
く
は
、
織
田
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
織
田
が
勘
定
元
で
は
な
く
、
野
遠
村
庄
屋
と
し
て
の
織
田
に
宛
て
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。

野
遠
村
は
、
河
内
国
の
大
池
狭
山
池
（
現
大
阪
狭
山
市
）
の
西
除
川
下
流
の
灌
漑
地
域
に
あ
た
る
。
そ
の
た
め
狭
山
池
の
水
利
灌
漑
関
係

資
料
が
残
っ
て
い
る
。
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
の
史
料
が
最
も
古
く
、
水
利
に
関
わ
る
絵
図
も
多
く
残
っ
て
い
る
。
狭
山
池
の
灌
漑
地

域
で
は
、
水
下
惣
代
あ
る
い
は
池
惣
代
と
呼
ば
れ
る
水
利
管
理
機
構
が
機
能
し
て
い
る
が
、
野
遠
村
は
そ
の
構
成
村
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
織

田
家
文
書
の
水
利
史
料
と
他
の
水
下
村
々
の
村
方
史
料
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
域
的
な
狭
山
池
潅
漑
地
域
の
歴
史
を
う
か
が
う
こ
と

も
可
能
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
水
を
巡
る
近
隣
の
河
合
村
と
の
交
渉
を
記
し
た
文
書
も
あ
り
、
水
を
中
心
に
し
た
地
域
社
会
の
様

相
を
研
究
す
る
史
料
と
な
る
。

近
代
に
入
る
と
野
遠
村
は
区
制
下
で
河
内
第
一
大
区
一
小
区
と
な
る
。
明
治
以
降
の
も
の
で
は
、
野
遠
村
が
明
治
橋
の
架
設
や
竹
内
街
道
、
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藩
岡
部
氏
の
預
所
と
な
っ
た
村
で
あ
り
、
八
田
東
村
は
関
宿
藩
久
世
氏
が
支
配
を
し
た
村
で
あ
る
。
当
文
書
に
は
長
柄
役
所
に
関
す
る
も
の

は
あ
る
が
、
関
宿
藩
に
関
す
る
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
百
舌
鳥
東
村
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
な
お
『
堺
市
史

続
編
』
第
一
巻
の
一
二
二
三
頁
と
一
二
二
七
頁
に
は
、
市
立
図
書
館
所
蔵
東
村
文
書
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
本
文
書
を
指
し
て
い

る
と
考
え
て
間
違
い
な
か
ろ
う
。

明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
年
寄
善
次
郎
か
ら
、
司
農
局
御
役
所
に
対
し
嘉
永
か
ら
安
政
に
か
け
て
の
「
厘
附
書
上
帳
」
を
提
出
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
幕
末
の
百
舌
鳥
東
村
に
お
け
る
土
地
と
貢
租
の
状
況
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
明
治
三
年
・
四
年
（
一
八
七

〇
・
七
一
）
の
「
高
反
別
書
上
帳
」
や
明
治
の
地
券
類
が
残
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
村
内
の
土
地
に
つ
い
て
の
状
況
を
よ
り
詳
し
く
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

本
地
域
は
幕
末
に
枚
方
宿
・
淀
宿
の
助
郷
役
の
負
担
に
苦
し
む
。
当
村
に
も
淀
の
助
郷
に
つ
い
て
の
助
郷
請
取
帳
や
助
郷
割
付
帳
が
残
っ

て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
き
の
『
堺
市
史
続
編
』
第
一
巻
の
一
二
二
〇
〜
一
二
二
三
頁
に
く
わ
し
い
記
述
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た

い
。こ

の
ほ
か
文
久
年
間
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
村
方
救
恤
の
資
料
も
あ
り
、
村
の
様
子
を
調
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
江
戸
時
代
か
ら
明

治
に
か
け
て
、
差
出
人
は
年
寄
善
次
郎
か
ら
戸
長
小
林
善
次
郎
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
。
村
方
年
寄
が
、
戸
長
へ
と
移
行
し
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。

（
矢
内
　
一
磨
）
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あ
る
天
保
の
大
福
帳
や
金
銀
の
出
入
帳
が
残
っ
て
お
り
、
あ
わ
せ
て
研
究
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

元
文
（
一
七
四
〇
）
以
降
、
野
遠
村
内
の
田
地
が
織
田
の
元
に
集
積
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
残
さ
れ
て
い
る
田
地
売
買
証
文
か
ら
明
ら

か
で
あ
る
。
農
業
経
営
で
は
明
治
か
ら
大
正
時
代
の
小
作
証
文
が
多
く
残
っ
て
い
る
。
近
代
の
地
主
と
し
て
の
織
田
の
一
面
を
あ
ら
わ
す
も

の
で
あ
ろ
う
。

野
遠
村
、
河
合
村
、
石
原
村
、
今
井
村
な
ど
近
隣
の
村
々
の
人
々
へ
の
金
融
を
行
な
っ
て
い
る
様
子
が
、
大
量
の
借
用
証
文
か
ら
う
か
が

え
る
。

（
付
記
）

織
田
家
文
書
の
な
か
に
、
兵
庫
県
多
可
郡
松
井
庄
村
石
金
鉱
山
の
経
営
史
料
が
一
〇
六
点
あ
る
が
、
内
容
か
ら
み
て
こ
れ
ら
は
当
館
に
織

田
家
文
書
と
同
時
期
に
収
蔵
さ
れ
た
中
林
康
信
氏
の
文
書
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
当
初
か
ら
の
も
の
で
は
な
く
恐
ら
く
図
書
館
収
蔵
後
の
整

理
過
程
で
混
入
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
矢
内
　
一
磨
）

三
　
和
泉
国
大
鳥
郡
百
舌
鳥
東
村
文
書

幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
総
点
数
九
九
点
の
文
書
群
で
あ
る
〔
宝
暦
一
一
年
（
一
七
六
一
）
の
文
書
が
残
る
が
、
慶
応
元
年
（
一
八
六

一
）
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〕。

文
書
の
発
信
者
の
肩
書
き
は
、
和
泉
国
大
鳥
郡
東
村
と
表
示
が
さ
れ
る
も
の
が
多
い
。
大
鳥
郡
内
の
東
村
に
は
、
百
舌
鳥
東
村
と
八
田
東

村
（
い
ず
れ
も
堺
市
域
）
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
百
舌
鳥
東
村
は
長
柄
役
所
が
管
轄
す
る
田
安
家
領
で
、
の
ち
田
安
家
領
か
ら
岸
和
田
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た
せ
な
い
と
し
て
、
倅
民
之
祐
に
跡
役
仰
せ
付
け
を
願
い
出
て
い
る
。

ま
た
明
治
二
年
九
月
の
引
合
書
で
は
、
陵
墓
の
堀
に
水
が
乏
し
い
た
め
往
古
の
通
例
に
な
ら
い
狭
山
森
池
か
ら
清
水
を
引
く
こ
と
に
つ
い

て
、
守
護
役
・
長
役
・
守
戸
役
の
三
役
か
ら
営
繕
司
権
判
事
・
山
陵
方
役
人
等
へ
問
い
合
わ
せ
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
こ
の
文
書
群
の
う
ち
『
堺
市
史
』
続
編
第
五
巻
に
三
点
（
一
〇
五
八
〜
一
〇
六
二
頁
）
が
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
関
連
文
書
と
し

て
前
号
紹
介
の
上
石
津
村
文
書
（
延
宝
期
の
検
地
帳
二
点
、
慶
応
期
の
宗
門
改
帳
一
点
）
や
堺
市
中
関
係
文
書
（
文
政
一
〇
年
、
天
保
三
年
、

同
五
年
の
御
用
留
）
が
あ
る
の
で
、
併
せ
て
参
考
い
た
だ
き
た
い
。

（
重
岡
　
伸
泰
）

五
　
和
泉
国
大
鳥
郡
土
佐
屋
新
田
文
書

本
文
書
群
は
安
政
六
年
か
ら
明
治
二
〇
年
に
い
た
る
九
点
か
ら
な
り
、
①
無
尽
金
融
講
の
「
融
通
仕
法
書
」、
②
土
地
売
買
関
係
、
③
金
銀

借
用
証
文
、
④
租
税
納
付
通
帳
、
に
大
別
で
き
る
。

①
の
「
融
通
仕
法
書
」
は
頼
み
主
の
田
邉
彦
三
郎
に
よ
り
始
め
ら
れ
た
無
尽
金
融
の
仕
法
書
で
あ
る
。
経
営
は
田
邉
の
ほ
か
小
西
林
蔵
・

小
西
宇
三
郎
・
田
辺
政
吉
・
西
口
角
治
郎
が
あ
た
っ
て
お
り
、
掛
金
は
一
口
金
一
円
で
二
〇
口
の
二
〇
円
を
支
払
金
と
し
、
初
会
で
は
田
邉

に
渡
さ
れ
、
二
会
以
降
は
入
札
に
よ
り
落
札
者
を
決
定
し
、
支
払
金
が
渡
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
第
一
回
目
の
支
払
金
取
得
者
が
決
ま
っ
て

い
る
場
合
を
「
有
親
無
尽
」
と
い
う
。
田
邉
及
び
落
札
者
は
証
券
に
て
質
物
を
差
し
入
れ
る
こ
と
で
支
払
金
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

会
は
年
三
回
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
会
ご
と
に
掛
金
を
受
け
取
れ
る
本
鬮
の
ほ
か
若
干
の
金
銭
を
分
配
す
る
「
花
鬮
」
が
行
わ
れ

て
い
る
。
こ
の
当
籤
金
は
掛
金
受
取
主
か
ら
支
払
わ
れ
る
。
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四
　
和
泉
国
大
鳥
郡
上
石
津
村
文
書

本
文
書
群
は
八
三
点
か
ら
な
り
、
年
代
は
宝
永
二
年
（
一
七
〇
五
）
五
月
か
ら
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
二
月
ま
で
の
も
の
で
、
近
世

文
書
四
七
点
、
近
代
文
書
六
点
、
年
不
詳
文
書
三
〇
点
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。

近
世
文
書
で
は
、
嘉
永
以
降
の
幕
末
期
の
文
書
が
三
二
点
と
最
も
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
安
政
三
年
五
月
の
村
高
取
調
書
上
帳
や
嘉
永
二

年
三
月
の
去
申
年
小
入
用
帳
、
弘
化
四
年
三
月
の
御
仕
置
五
人
組
帳
、
年
未
詳
卯
四
月
の
村
方
作
附
反
別
其
外
諸
商
売
書
上
帳
、
弘
化
二
年

三
月
の
家
数
人
別
増
減
奥
寄
帳
な
ど
、
村
の
様
子
が
窺
え
る
史
料
が
あ
る
。
そ
の
他
に
は
産
業
に
関
す
る
史
料
と
し
て
、
堺
木
綿
問
屋
の
泉

州
木
綿
独
占
に
反
対
し
た
泉
州
村
々
か
ら
の
勝
手
次
第
売
捌
の
願
書
（
文
化
七
年
八
月
一
八
日
）
や
、
在
方
の
綿
直
売
に
つ
い
て
直
売
直
船

積
の
勝
手
次
第
を
許
す
旨
の
廻
状
（
子
一
一
月
三
日
）
が
あ
り
、
支
配
に
つ
い
て
の
史
料
で
は
文
久
か
ら
慶
応
に
か
け
て
の
触
留
帳
や
庄
屋

の
病
気
お
よ
び
年
寄
老
齢
の
た
め
両
役
と
も
退
役
の
旨
の
儀
定
書
（
天
保
一
二
年
一
一
月
）、
村
役
引
継
ぎ
に
関
わ
る
書
類
と
思
わ
れ
る
村
方

帳
面
の
名
称
・
冊
数
の
覚
書
（
年
月
日
未
詳
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

ま
た
年
月
日
未
詳
で
は
あ
る
が
当
村
北
方
の
取
締
役
交
代
に
つ
い
て
の
史
料
が
あ
る
。
こ
の
史
料
で
は
取
締
役
が
高
林
清
左
衛
門
か
ら
深

江
弥
太
郎
、
井
上
長
左
衛
門
の
二
名
に
交
代
を
「
御
上
様
」
か
ら
仰
せ
付
け
ら
れ
た
が
、
取
締
役
は
溜
池
水
掛
に
か
か
わ
る
重
要
な
役
割
で

あ
る
た
め
元
へ
戻
し
て
も
ら
い
た
い
旨
を
願
い
出
て
い
る
。

上
石
津
村
は
東
端
部
に
履
中
天
皇
陵
を
含
む
た
め
陵
墓
に
関
わ
る
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
陵
墓
の
管
理
に
つ
い
て
の
史
料
で
は
、
元
治

二
年
三
月
の
口
上
書
と
明
治
二
年
八
月
の
願
書
が
あ
る
。
口
上
書
で
は
こ
れ
ま
で
長
役
一
名
（
年
給
米
五
石
）、
守
戸
役
四
名
（
年
給
米
三
石
）

で
朝
夕
の
見
廻
り
や
掃
除
等
を
行
っ
て
い
た
が
、
御
陵
修
復
が
出
来
る
に
と
も
な
い
長
役
を
一
名
増
員
し
て
一
年
に
つ
き
米
四
石
の
支
給
に

変
更
す
る
旨
を
京
都
山
陵
奉
行
役
所
か
ら
仰
せ
渡
さ
れ
て
い
る
。
願
書
で
は
長
役
を
勤
め
て
い
た
太
井
武
右
衛
門
が
重
病
の
た
め
役
儀
が
果
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近
代
文
書
に
は
、
通
達
や
届
出
書
類
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
都
市
整
備
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
明
治
九
年
（
一
八
七
六
）
四
月
以

降
に
行
わ
れ
た
軒
庇
の
伐
縮
に
つ
い
て
の
史
料
が
含
ま
れ
て
い
る
。
大
町
東
弐
丁
の
住
人
か
ら
出
さ
れ
た
軒
庇
伐
縮
普
請
の
た
め
の
足
場
設

置
届
（
同
年
一
一
月
四
日
）
や
、
甲
斐
町
東
壱
町
か
ら
出
さ
れ
た
作
業
期
間
中
の
牛
馬
車
の
通
行
差
止
め
願
（
同
年
一
〇
月
一
六
日
）
で
あ

る
。
ま
た
「
旧
溝
浚
立
」
と
「
新
溝
相
設
」
の
た
め
、
市
之
町
東
五
町
か
ら
出
さ
れ
た
同
様
の
通
行
差
止
め
願
（
同
年
一
一
月
一
一
日
付
）

も
含
ま
れ
て
い
る
。

な
お
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
二
月
に
海
湾
工
事
に
つ
い
て
の
差
加
金
を
賦
課
す
る
旨
の
四
小
区
一
番
組
集
議
所
か
ら
出
さ
れ
た
通
達
が

あ
り
、
ど
の
よ
う
な
港
湾
整
備
が
な
さ
れ
た
の
か
詳
細
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
ま
で
の
間
に
そ
の
集
金
高
の

報
告
や
免
除
願
な
ど
の
史
料
が
残
さ
れ
て
い
る
。

戸
口
に
関
す
る
史
料
で
は
、
明
治
九
年
一
一
月
五
日
に
四
小
区
事
務
所
か
ら
大
町
東
壱
町
、
弐
町
の
各
組
頭
へ
出
さ
れ
た
、
寄
留
お
よ
び

止
宿
人
名
簿
の
至
急
提
出
と
今
後
寄
留
・
止
宿
の
際
に
は
必
ず
届
け
出
る
こ
と
を
義
務
付
け
る
旨
の
通
知
が
残
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
以
降
の

寄
留
届
が
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
本
文
書
群
に
は
明
治
一
九
年
（
一
八
八
六
）
設
立
の
孤
児
院
で
あ
る
愛
育
社
や
、
開
口
神
社
に
つ
い
て
の
史
料
も
含
ま
れ
て
い
る
。
愛
育

社
の
史
料
は
、
明
治
二
〇
年
（
一
八
八
七
）
三
月
か
ら
二
三
（
一
八
九
〇
）
年
五
月
ま
で
の
間
の
月
別
の
決
算
書
類
が
一
〇
点
残
さ
れ
て
い
る
。

開
口
神
社
に
関
す
る
史
料
と
し
て
は
、
明
治
五
〜
一
三
年
（
一
八
七
二
〜
一
八
八
〇
）
の
社
殿
建
替
え
や
屋
根
修
復
の
見
積
書
や
修
復
費

用
の
書
上
げ
類
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
「
郷
社
大
中
祭
概
略
」（
年
未
詳
）
は
、
近
代
の
開
口
神
社
で
行
わ
れ
た
各
祭
礼
の
費
用
や
神

饌
の
次
第
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
た
史
料
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
書
群
は
明
治
前
期
の
堺
市
中
の
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
貴
重
な
史
料
と
い
え
る
。

（
重
岡
　
伸
泰
）
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②
の
土
地
売
買
関
係
で
は
、
土
地
の
売
買
に
伴
い
地
券
の
名
義
人
変
更
を
大
阪
府
知
事
に
届
け
出
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
な
記

載
が
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
概
し
て
地
番
・
面
積
・
売
主
・
買
主
な
ど
の
記
載
が
抽
象
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
雛
形
と
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
は
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
一
点
、
明
治
一
七
年
（
一
八
八
四
）
二
点
の
借
用
証
文
で
あ
る
。
前
者
は
前
欠
で
あ
り
、
借
用
銀
の
額
・

利
足
等
は
不
明
で
あ
る
。
後
者
の
う
ち
二
月
六
日
の
証
文
は
田
地
を
担
保
に
し
て
借
り
入
れ
を
行
っ
て
い
る
。
④
の
租
税
納
付
通
帳
は
明
治

九
年
に
高
蔵
寺
村
副
戸
長
、
十
四
年
に
田
園
村
戸
長
へ
土
佐
屋
新
田
の
樋
川
家
が
納
入
し
た
租
税
の
通
帳
で
あ
る
。

こ
の
文
書
群
か
ら
は
、
明
治
期
の
無
尽
金
融
の
経
営
方
法
や
土
地
売
却
に
伴
う
地
券
の
名
義
人
変
更
手
続
き
に
つ
い
て
そ
の
一
端
を
う
か

が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
久
保
　
雅
央
）

六
　
和
泉
国
大
鳥
郡
第
一
大
区
四
小
区
関
係
文
書

本
文
書
群
は
三
九
六
点
あ
り
、
年
代
は
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
四
月
か
ら
明
治
二
九
年
（
一
八
九
六
）
一
一
月
ま
で
の
も
の
で
、
近
世

文
書
、
年
不
詳
文
書
を
一
部
含
む
も
の
の
、
大
半
が
近
代
文
書
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
。
本
文
書
群
は
史
料
の
概
略
か
ら
、
そ
の
多
く
は
第
一

大
区
四
小
区
一
番
組
の
役
場
文
書
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

本
文
書
群
に
含
ま
れ
る
近
世
文
書
は
、
最
も
古
い
史
料
と
し
て
「
日
光
山
御
社
参
御
行
列
写
」（
安
永
五
年
四
月
）
が
あ
り
、
そ
の
他
に
特

徴
的
な
も
の
と
し
て
は
二
条
御
蔵
米
の
納
入
方
法
を
記
し
た
「
二
条
御
蔵
納
内
拵
一
式
仕
様
引
請
証
文
」（
享
和
二
年
一
一
月
）
な
ど
が
挙
げ

ら
れ
る
。
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市
堺
の
民
政
の
研
究
は
、
さ
ま
た
げ
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
な
か
で
、
山
家
屋
利
兵
衛
文
書
の
存
在
は
貴
重
で
あ
る
。

ま
た
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
長
い
時
期
の
冠
婚
葬
祭
に
つ
い
て
の
資
料
が
含
ま
れ
る
こ
と
も
山
家
屋
利
兵
衛
文
書
の
特
徴
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
は
、
山
家
屋
利
兵
衛
家
の
冠
婚
葬
祭
に
関
わ
る
も
の
と
今
市
町
の
町
中
で
行
わ
れ
た
冠
婚
葬
祭
に
関
わ
る
も
の
の
二
つ
に
大

別
さ
れ
る
。
行
事
の
さ
い
の
振
舞
い
や
祝
儀
に
つ
い
て
の
記
録
も
残
っ
て
お
り
、
行
事
に
結
衆
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
の
動
向
も
興
味
深
い
。

（
矢
内
　
一
磨
）

八
　
堺
南
半
町
綿
谷
小
雛
文
書

本
文
書
群
は
平
成
一
〇
年
に
「
綿
谷
喜
平
文
書
」
と
し
て
購
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
今
回
の
調
査
に
よ
り
「
綿
谷
小こ

雛ひ
な

文
書
」
と
改

め
た
。
文
書
点
数
一
二
点
の
う
ち
九
点
が
綿
谷
の
家
業
で
あ
る
醤
油
醸
造
業
に
関
わ
る
も
の
で
、
明
治
一
八
年
（
一
八
八
五
）
か
ら
同
四
二

年
ま
で
の
も
の
が
あ
る
。

明
治
一
八
年
は
醤
油
税
が
導
入
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
こ
の
た
め
「
醤
油
仕
込
帳
」
や
「
諸
願
届
式
扣
簿
」
な
ど
の
帳
簿
が
作
成
さ
れ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
り
課
税
に
関
わ
る
検
査
や
諸
手
続
は
も
と
よ
り
、
具
体
的
な
醤
油
醸
造
の
様
子
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
明

治
三
一
年
の
届
に
よ
る
と
資
本
金
三
七
九
一
円
余
、
南
半
町
大
道
の
建
物
は
賃
貸
で
「
従
業
者
三
人
、
内
労
役
者
二
人
」(

一
人
は
営
業
主
＝

綿
谷
小
雛)

と
な
っ
て
お
り
、
小
規
模
で
近
世
以
来
の
在
来
的
な
生
産
を
行
な
っ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
な
お
同
年
の
『
日
本
全
国
商
工
人
名

録
』
に
よ
る
と
、
堺
市
の
醤
油
醸
造
業
者
一
一
名
の
う
ち
綿
谷
は
営
業
税
額
で
第
八
位
と
な
っ
て
い
る
。

営
業
主
は
明
治
一
八
年
か
ら
三
二
年
ま
で
綿
谷
小
雛
で
あ
る
が
、
同
年
末
に
小
雛
が
死
去
し
、
綿
谷
庄
三
郎
（
小
雛
と
の
続
柄
は
不
明
）

が
営
業
を
引
き
継
ぎ
、
四
二
年
ま
で
庄
三
郎
の
名
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
後
、
当
初
の
文
書
名
に
現
わ
れ
る
綿
谷
喜
平
に
営
業
が
譲
渡
さ
れ
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七
　
堺
今
市
町
山
家
屋
利
兵
衛
文
書

総
点
数
は
一
〇
二
一
点
、
堺
市
中
の
宿
院
川
尻
に
店
を
構
え
た
山
家
屋
利
兵
衛
、
屋
号
「
山
利
」
の
資
料
で
あ
る
。
本
文
書
の
当
館
へ
の

伝
来
は
、
平
成
七
年
（
一
九
九
五
）
に
古
書
店
か
ら
購
入
し
た
こ
と
に
よ
る
。
そ
れ
以
前
の
伝
来
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
で
は
な
い
。

家
業
は
苧
渡
世
を
称
す
る
。
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
の
「
店
棚
卸
控
帳
」
に
よ
れ
ば
、
東
店
と
西
店
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
衣
料
品
、

肥
料
や
建
築
土
木
の
工
具
類
な
ど
多
種
多
様
な
商
品
を
扱
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
明
治
一
一
年
の
「
職
分
概
表
」
に
よ
る
と
、

「
苧
商
」、「
質
商
」、「
和
洋
小
間
物
商
」、「
銅
鉄
金
物
商
」
の
四
つ
の
職
業
を
掲
げ
て
い
る
。

な
お
山
家
屋
利
兵
衛
は
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
は
山
本
利
平
を
名
乗
る
。
市
中
の
家
屋
敷
の
集
積
を
う
か
が
わ
せ
る
史
料
が
含
ま
れ
る
こ

と
か
ら
、
貸
屋
経
営
に
も
乗
り
出
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

山
家
屋
利
兵
衛
文
書
に
は
、
江
戸
時
代
の
市
中
の
今
市
町
（
現
在
の
宿
院
町
西
一
丁
）
の
町
会
所
に
関
わ
る
文
書
が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ

れ
は
山
家
屋
利
兵
衛
が
、
居
住
す
る
今
市
町
の
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

明
治
に
入
る
と
山
本
利
平
は
、
宿
院
町
西
一
丁
と
宿
院
町
西
二
丁
の
戸
長
を
勤
め
て
い
る
。
本
文
書
の
な
か
に
は
、
宿
院
町
西
一
丁
お
よ

び
宿
院
町
西
二
丁
の
人
員
帳
、
送
籍
券
、
出
生
死
亡
に
関
わ
る
届
類
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
宛
て
先
は
、「
宿
院
西
二
町
戸
長
役

場
御
中
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
山
家
屋
利
兵
衛
文
書
の
明
治
期
の
も
の
は
、
戸
長
役
場
文
書
と
し
て
も
性
格
を
有
し
て
い
る
と
い
え
る
。

山
本
利
平
は
、
戸
長
と
し
て
管
内
の
酒
造
の
免
許
や
荷
車
免
許
の
申
請
も
受
け
付
け
て
い
た
。
酒
造
に
関
す
る
申
請
に
は
、
管
内
の
酒
造

家
で
あ
る
川
尻
の
米
屋
甚
兵
衛
や
同
じ
く
宅
与
三
郎
の
名
前
が
現
れ
る
。
荷
車
の
免
許
の
申
請
人
に
は
、
人
力
車
営
業
を
し
て
い
た
宿
院
町

西
二
丁
の
三
浦
知
四
郎
、
大
塚
梅
月
の
名
前
や
大
六
車
、
大
七
車
を
所
有
し
て
い
た
宿
院
町
西
二
丁
の
酒
井
金
蔵
ら
の
名
前
が
現
れ
る
。

堺
市
中
の
戸
長
役
場
文
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
の
堺
大
空
襲
で
焼
失
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
明
治
の
都
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の
運
搬
記
録
や
、
据
え
付
け
の
た
め
来
堺
し
た
イ
ギ
リ
ス
人
技
師
ビ
グ
ル
ス
ト
ン
へ
の
饗
応
記
録
が
詳
細
に
わ
た
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

②
燈
台
本
体
の
建
築
に
関
す
る
も
の
。
見
積
書
や
図
面
、
ま
た
塗
装
用
の
ペ
ン
キ
に
関
す
る
資
料
も
数
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
③
燈
台
石
垣

部
分
の
修
築
に
関
す
る
文
書
。

特
に
、
②
の
中
に
含
ま
れ
る
「
燈
台
入
札
」（
明
治
一
〇
年
）
と
「
燈
台
塗
坪
数
」
は
、
明
治
初
年
に
お
け
る
ペ
ン
キ
に
関
す
る
珍
し
い
史

料
で
あ
る
。
幕
末
頃
か
ら
の
近
代
建
築
技
術
の
導
入
に
伴
い
、
建
物
等
に
従
来
の
漆
に
代
わ
り
ペ
ン
キ
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、

国
内
で
ペ
ン
キ
の
生
産
が
開
始
さ
れ
る
の
は
明
治
一
四
年
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
治
一
〇
年
建
築
の
旧
堺
燈
台
に
使
用
さ
れ
た
ペ
ン
キ

は
輸
入
品
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
大
坂
造
兵
局
兵
武
所
御
出
入
ヘ
ン
キ

　
（
マ
マ
）
　

塗
師
棟
梁
田
中
弥
三
郎
」（「
燈
台
入
札
」）
と
い
う
名
前
も
見

ら
れ
、
当
時
と
し
て
は
ま
だ
貴
重
で
あ
っ
た
ろ
う
ペ
ン
キ
は
、
こ
の
ル
ー
ト
で
手
に
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
、
今
日
ま
で
数
度
に
わ
た
り
大
規
模
な
修
繕
が
行
わ
れ
て
き
た
た
め
不
明
で
あ
っ
た
、
建
築
当
初
の
塗
装
仕
様
に
つ
い
て
も
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
特
に
内
部
に
つ
い
て
は
「
木
目
塗
」
と
い
う
手
法
で
塗
装
し
た
上
、
さ
ら
に
ワ
ニ
ス
で
仕
上
げ
が
行
わ
れ
て
い
た
よ
う
で

あ
る
。
塗
装
は
そ
の
修
理
の
過
程
で
古
い
仕
様
が
改
修
さ
れ
残
ら
な
い
ケ
ー
ス
が
多
く
、
ま
た
資
料
も
現
存
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
、
本

文
書
群
に
残
る
ペ
ン
キ
に
関
係
す
る
史
料
は
、
大
変
貴
重
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
本
文
書
群
は
旧
堺
燈
台
の
建
築
経
過
を
知
る
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
わ
が
国
に
お
け
る
近
代
塗
装
史
の
上
で
も
貴
重
な

史
料
を
含
ん
だ
一
件
で
あ
る
。

（
小
林
　
初
惠
）
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た
と
思
わ
れ
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）
の
『
日
本
全
国
商
工
人
名
録
』
で
は
喜
平
が
営
業
主
に
な
っ
て
い
る
。
喜
平
は
庄
三
郎
が
後
を
継

い
だ
当
初
、「
幼
少
ニ
付
」
代
人
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
人
物
と
思
わ
れ
る
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。

綿
谷
関
係
以
外
に
、
大
鳥
郡
踞
尾
村
（
現
・
堺
市
津
久
野
）
の
醤
油
営
業
人
杉
村
藤
九
郎
の
史
料
が
一
点
あ
る
。
明
治
一
九
年
の
諸
検
査

を
記
録
し
た
も
の
で
、
農
村
部
に
お
け
る
醤
油
醸
造
の
一
端
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
綿
谷
と
は
諸
味
の
取
引
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、

本
文
書
群
に
含
ま
れ
て
い
る
理
由
は
分
か
ら
な
い
。
他
に
大
正
九
年
の
醤
油
値
段
書
が
あ
る
。

近
世
・
近
代
、
堺
で
は
醤
油
醸
造
業
が
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
個
別
経
営
に
つ
い
て
は
、
い
ち
早
く
近
代
化
を
進
め
た
河
盛
又
三
郎(

河
又)

以

外
は
ほ
と
ん
ど
判
明
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
本
文
書
群
は
、
点
数
は
僅
か
で
は
あ
る
が
貴
重
な
史
料
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

（
岡
田
　
光
代
）

九
　
堺
旧
港
修
築
記
録

こ
の
文
書
群
は
四
二
点
の
文
書
と
六
点
の
図
面
か
ら
な
り
、
年
代
的
に
は
明
治
八
年
（
一
八
七
五
）
か
ら
明
治
一
〇
年
（
一
八
七
七
）
ま

で
の
資
料
に
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。

旧
堺
燈
台
は
明
治
一
〇
年
、
総
建
築
費
二
、
四
八
六
円
余
り
の
大
半
を
市
民
か
ら
の
寄
付
金
に
よ
り
ま
か
な
っ
て
建
築
さ
れ
た
。
基
礎
石

垣
の
上
に
築
か
れ
た
当
初
の
規
模
・
形
態
を
よ
く
遺
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
昭
和
四
七
年
に
国
の
史
跡
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
燈
台
の
建
築

過
程
と
石
垣
の
修
築
の
全
体
像
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
『
堺
市
博
物
館
報
Ⅴ
』
で
中
井
正
弘
氏
に
よ
る
報
告
が
行
わ
れ
て
い
る
。

本
文
書
群
は
「
堺
旧
港
修
築
記
録
」
と
は
い
う
も
の
の
、
明
治
一
〇
年
に
完
成
し
た
旧
堺
燈
台
の
建
築
に
関
す
る
記
録
を
中
心
に
し
た
文

書
群
で
あ
り
、
内
容
的
に
は
、
大
き
く
次
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
①
燈
台
灯
部
へ
の
機
械
の
据
え
付
け
に
関
す
る
も
の
。
機
器
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